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問

問

問

問

問問問 村
長

村
長

村
長

村
長

村
長

村
長

村
長

測量の始まる和田野地区

村
道
敷
き
が
、
白
馬
村
名
義

に
な
っ
て
い
な
い
村
道
は
現

平
成
28
年
度
か
ら
４
年
間
で

和
田
野
区
内
の
村
道
認
定
箇

村
全
体
で
は
１
１
４
路
線

で
、
大
字
別
で
は
神
城
39
路

公
衆
用
道
路
用
地
等
村
有
財

産
で
あ
る
土
地
に
つ
い
て

「
一
部
見
直
し
事
業
」
と
考

え
て
い
ま
す
。
平
成
30
年
度

長
野
五
輪
な
ど
に
よ
る
集
中

投
資
後
、
緊
縮
財
政
運
営
を

「
継
続
事
業
」
と
考
え
て
い

ま
す
。
地
域
役
員
懇
談
会
の

村
道
未
登
記
路
線
数
は

村
全
体
で
１
１
４
路
線

【
村
道
等
の
不
動
産
未
登
記

問
題
つ
い
て
】

【
事
業
仕
分
け
に
つ
い
て
】

【
新
年
度
の
重
点
施
策
に
つ

い
て
】

太
田
前
村
長
が
推
進
し
た
各

種
事
業
の
事
業
仕
分
け
に
つ

村
道
２
０
２
６
号
線
（
神
城

山
麓
線
）
の
北
城
地
区
へ
の

「
神
城
断
層
地
震
」
の
復
興

が
最
重
要
課
題
で
あ
る
。
新

未
登
記
解
決
に
向
け
て
の
取

り
組
み
状
況
は
。

村
道
等
の
不
動
産
未
登
記
問

題
の
有
無
は
。

未
登
記
路
線
の
地
区
と
名
称

は
。

固
定
資
産
税
等
の
税
負
担

は
。

に
存
在
し
、
昭
和
40
年
代
か
ら
昭
和

50
年
代
前
半
に
、
道
路
拡
幅
改
良
工

事
を
し
た
路
線
で
す
。

所
に
つ
い
て
、
受
託
測
量
業
者
に
よ

る
用
地
確
定
・
測
量
・
用
地
契
約
・

登
記
事
務
処
理
を
実
施
し
、
そ
の
他

に
国
土
調
査
に
よ
る
未
登
記
の
道
路

敷
き
確
認
も
進
め
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

線
、
北
城
75
路
線
で
す
。

は
、
現
況
が
公
衆
用
道
路
用
地
等
、

ま
で
の
、
長
野
県
第
７
期
無
電
柱
化

推
進
計
画
の
候
補
路
線
と
し
て
、
大

町
建
設
事
務
所
と
共
に
申
請
し
ま
し

た
が
、「
軒
先
配
線
は
不
可
能
で
、

裏
配
線
の
場
合
は
道
路
が
あ
る
こ
と

が
必
要
」
と
い
う
の
が
電
線
管
理
者

か
ら
の
回
答
で
す
。
無
電
柱
化
の
手

法
を
、
軒
先
配
線
方
式
か
ら
地
中
化

方
式
に
変
更
し
、
長
野
県
と
引
き
続

き
協
議
・
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

進
め
、
よ
う
や
く
当
村
の
財
政
状
況

も
健
全
化
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

基
本
は
そ
の
財
政
運
営
を
継
続
し
、

必
要
な
事
業
に
は
予
算
付
け
し
、
メ

リ
ハ
リ
の
あ
る
財
政
運
営
を
進
め
た

い
と
思
い
ま
す
。
震
災
復
興
以
外
の

要
望
事
項
に
お
い
て
も
、
複
数
の
行

政
区
か
ら
要
望
も
あ
り
、
神
城
山
麓

線
の
延
伸
は
必
要
と
考
え
ま
す
が
、

現
段
階
で
は
ル
ー
ト
等
は
白
紙
の
状

態
で
す
。

松本喜美人議員

い
て
、
継
続
・
一
部
見
直
し
・
廃
止

に
区
分
す
る
と
、
Ｊ
Ｒ
白
馬
駅
前
等

延
伸
事
業
の
区
分
は
。

年
度
に
向
け
て
の
財
政
運
営
方
針

と
、
復
興
以
外
の
重
点
施
策
上
位
５

点
は
。

村
が
公
共
ま
た
は
公
共
の
用
に
供
す

る
固
定
資
産
は
非
課
税
と
し
て
い
ま

す
。
土
地
課
税
台
帳
に
は
、
法
務
局

の
登
記
簿
に
よ
り
、
地
目
・
地
積
を

登
録
し
て
い
ま
す
の
で
、
筆
の
一
部

分
が
公
衆
用
道
路
と
し
て
使
用
さ
れ

て
い
て
も
、
分
筆
が
さ
れ
て
い
な
い

場
合
は
課
税
し
て
い
ま
す
。し
か
し
、

所
有
者
か
ら
現
況
が
公
衆
用
道
路
用

地
の
旨
の
届
出
が
あ
り
、
地
積
等
の

確
認
が
と
れ
れ
ば
任
意
分
筆
の
う
え

非
課
税
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。

の
電
線
地
中
化
事
業
の
区
分
は
。

施
策
上
位
５
点
は
、
①
白
馬
高
校
存

続
の
支
援
事
業
、
②
平
成
29
年
２
月

の
国
民
体
育
冬
季
大
会
開
催
事
業
、

③
当
村
の
基
本
計
画
と
な
る
第
５
次

総
合
計
画
策
定
事
業
、
④
学
校
環
境

整
備
の
一
つ
で
あ
る
共
同
調
理
場
の

建
設
事
業
、
⑤
特
産
品
開
発
へ
の
支

援
や
特
産
品
を
活
用
し
た
ふ
る
さ
と

納
税
事
業
の
強
化
で
す
。
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